
1. 高額療養費制度

1 ヵ月に支払った医療費が一定の金額を超えた場合、後から申請すること

により自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。

（※食事負担や差額ベット代は医療費に含まれません。）

あらかじめ限度額適用認定証の交付を受け、窓口に提示することで、お支

払いいただく金額が、自己負担限度額まで（食事代は別）となります。

この手続きをすることで、高額療養費の給付（払い戻し）の手続きが不要

になります。

医療福祉相談室

平成 30 年 4 月 2 日改訂

※ 70 歳未満の方について



１ヵ月に支払った医療費が一定の金額を超えた場合、申請することにより、超えた分

から払い戻されます。※ 食事負担や差額ベット代は、医療費に含まれません。

（保険証の保険者）

（口座のわかるもの）

②高額療養費は、診療月の翌月の初日から２年を過ぎると無効になり、支給されません。



（保険証の保険者）

① 限度額適用・標準負担額減額認定申請書（市町村申請窓口にあります）

（1）病院の窓口に「限度額適用認定証」を提示しなかった場合

　　 病院窓口で３割負担の金額を支払い、後から市町村や保険組合から高額医療の給付

　　（払い戻し）を受けることになります。

■自己負担限度額（月額）■

住民税非課税世帯

252,600 円 +（総医療費 -842,000）×1％

167,400 円 +（総医療費 -558,000）×1％

80,100 円 +（総医療費 -267,000）×1％

57,600 円

35,400 円

3 回目まで

所得※が 901 万円を超える

所得が 600 万円を超え

901 万円以下

所得が 210 万円を超え

600 万円以下

所得が 210 万円以下

（住民税非課税世帯を除く）

※所得とは、国民健康保険税（料）の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

所得要件



※ 上記の内容に関してご不明な点がある場合には、医療福祉相談室のソーシャ

　 ルワーカーまでお気軽にご相談ください。

　 また、これらの制度を利用しても、入院費の支払いが困難な場合にはご相談

　 ください。

国民健康保険等をご利用で、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額認定証」

の交付を受け、その月の月末までに病院へ提示することにより、医療費の自己負担が限度

額までとなり、且つ、食事療養費（入院中の食事代）が減額されます。

入院時食事代の標準負担額　　　　　　　2018年4月1日～

1 食 460 円 Ｘ 回数

[ 注 1]

[ 注 1]

1380 円 


